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第１ 避難実施要領の策定について 

 

１ 避難実施要領とは 

  武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、国民保護法)では、住民の避

難に関する措置を行うにあたり、都道府県知事が避難の指示を行ったときは、市町村長は直ちに避難

実施要領を定めて、その定めるところにより避難住民を誘導することとされている。避難実施要領

は、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識の下で避難を円滑に行えるようにするために策定する

ものである。避難実施要領では、避難の経路、手段、誘導の実施方法、関係職員の配置等、具体的に

避難住民の誘導を行うに際して必要となる事項を定め、その内容は住民に伝達されることとなる。た

だし、緊急の場合には、時間的余裕がないことから、事態の状況等を踏まえて、法定事項を箇条書き

にするなど、避難実施要領を簡潔な内容のものとすることもあり得る。 

 

２ 避難実施要領のパターンについて 

国民保護事案が発生し、住民の避難が必要な状況では、通常、時間的な余裕はなく、速やかに避難

住民の誘導を行うことが求められる。 

しかし、実際に住民を避難させるにあたっては、避難施設や避難の手段、避難経路、誘導員の配置

等様々な事項について決定する必要があり、これらの検討を事案が発生してから始めるのでは、迅速

に避難実施要領を作成することができず、誘導に至るまでにかなりの時間を要することとなってしま

う。 

そこで、国民の保護に関する基本指針(以下、基本指針)では、迅速に避難実施要領が作成できるよ

う、市町村は、関係機関と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、複数

の「避難実施要領のパターン」を作成しておくよう努めるものとされており、このようなパターン作

成に取り組むことにより、国民保護事案のみならず、住民の避難が必要となる他災害への対応強化に

もつながるものと考えられている。 

なお、パターンについては、避難実施に必要な基礎的資料の変更や関係機関との意見交換等によ

り、改訂する必要がある。 
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＜避難実施要領の作成パターンについて＞ 

    類型 

項目 

着上陸侵攻からの避

難 

ゲリラや特殊部隊等か

らの避難 

航空攻撃からの避難 

兆候がある場合 兆候がない場合 

攻撃の特徴 

・攻撃が大規模であ

り広範囲で長期化す

る傾向がある。 

・着上陸侵攻に先立

ち、空爆や弾道ミサ

イル攻撃が行われる

ことがある。 

・秘匿した行動を取る

ため、事前の兆候を察

知することが困難であ

る。 

・政治経済の中枢やダ

ム、鉄道など重要施設

が標的となる可能性が

高い。 

・避難が長期化

し、広範囲にわ

たる可能性があ

る。 

・対応時間が短く

使用される弾頭に

より被害の状況が

異なるのは弾道ミ

サイル攻撃の場合

と同様である。 

退避時間 

・事前の準備が可能

であり、避難時間に

余裕がある。 

・短時間で被害が発生

することが考えられる

ため、避難時間はあま

りない。 

・事前の準備が

可能であり、避

難時間に余裕が

ある。 

・短時間で被害が

発生することが考

えられるため、避

難時間はあまりな

い。 

避難実施要

領に盛り込

むべき内容 

・広域的、長期的な

避難方法について盛

り込む。 

・攻撃当初は屋内に避

難させ、その後関係機

関と協力して安全措置

を講じつつ、適当な避

難地に移動させる。 

・着上陸侵攻に

準じて、広域

的、長期的な避

難方法について

盛り込む。 

・弾道ミサイル攻

撃からの避難の場

合に準じて、避難

方法について盛り

込む。 

 

類型 

項目 

弾道ミサイル攻撃からの避難 

通常弾頭で
ある場合 

核弾頭である場合 生物剤弾頭である場合 
化学物質弾頭であ

る場合 

攻撃の特徴 

・発射の段階で攻撃目標を特定することは困難 

 ・核爆発による熱
線、爆風、放射性
降下物による被害
がある。 

・潜伏期間がある細菌が使
用された場合、被害が拡大
するおそれがある。 

・生物剤と同じく
目に見えず拡散す
るが、被害が短期
間で発生する。 

退避時間 
・極めて短時間で被害が発生することが考えられるため、避難時間はあまりな

い。 

避難先 ・避難時間があまりないため、近くの建物の中など、屋内避難を基本とする。 

避難実施要
領に盛り込
むべき内容 

①屋外にいた場合②屋内にいた場合③乗り物の中にいた場合を想定して、避難方
法について盛り込む。 

・安全が確認されるまで、むやみに外に出ない。 

 ・手袋、カッパ等
の着用など、放射
能の影響を避ける
避難方法について
盛り込む。 
・タオルやマスク
の使用等、内部被
曝を避ける方策に
ついて盛り込む。 

・攻撃が行われた場所から
直ちに離れ、密閉された部
屋等に避難する。 
・ヒトや動物を媒体とする
生物剤が使用された場合に
は、住民を避難させるので
はなく、感染者を入院させ
て治療する等の措置を行
う。 

・風向きが非常に
重要になるので、
第一に風向きを確
認する。 
・外気から密閉性
の高い部屋等に避
難する。 
・ガムテープ等で
目張り等をする。 
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第２ 住民の避難の基本的考え方 

 

１ 避難措置の指示（国民保護法第52条） 

国は、住民の避難が必要(屋内への避難含む。)であると認めるときは、総務大臣を経由して、関係

都道府県に対し、住民の避難に関する措置を講ずべきことを指示(避難措置の指示)することとされて

いる。避難措置の指示の内容は次に示すとおりである。 

 

【避難措置の指示の内容(国→愛知県)】 

①要避難地域：住民の避難が必要な地域(できるだけ市町村単位が示される) 

②避難先地域：住民の避難先となる地域(住民の避難の経路となる地域を含む) 

③住民の避難に対して関係機関が講ずべき措置の概要 

 

２ 避難の指示（国民保護法第54条） 

愛知県は、国から避難措置の指示を受けたときは、要避難地域の住民に対し、市町村の長を経由し

て、避難すべき旨を指示(避難の指示)する。避難の指示の内容は概ね次に示すとおりである。 
 

【避難の指示の内容(愛知県→飛島村)】 

①要避難地域 国の避難措置の指示で示された地域に近接地域について

も、知事が必要と認めるときは、周辺要避難地域として避

難の指示を行う。 

②避難先地域 住民の避難先となる地域(避難先となる地域の市町村名を

示す。) 

③住民の避難に対し関係機関が

講ずるべき措置の概要 

国による措置の内容等 

④主要な避難経路 ・道路利用の場合は、高速道路、国道及び県道レベルで設

定する。 

・鉄道利用の場合は、乗車駅、利用路線名及び降車駅で設

定する。 

⑤避難のための交通手段 業者の対応可能な輸送方法及び輸送力 

⑥その他避難の方法 避難開始時刻、避難に伴う交通規制、避難行動要支援者へ

の配慮事項及び避難時における注意事項(避難時の服装、

自家用車利用の可否等) 

 

  



避難-4 

３ 避難形態 

国民保護事案が発生した場合又は発生の予兆が見られる場合、村は国と県からの指示の下、住民を

避難誘導することとなる。村が避難を実施するにあたり考えておくべきことを避難の形態ごとに分類

すると、①屋内避難(自宅にとどまる場合を含む)、②村域内の避難、③村域外への避難(県外への避

難を含む)の３形態が考えられる。 

また、一時的に屋内避難を行い、その後、村域内や村域外に避難する場合も考えられる。さらに

は、同じ事案の中で、一部地域に屋内避難を、別の地域には村域内避難を求めるような場合もありう

る。 

住民の避難に関する措置を実施する際には、これらの避難形態に加えて、事態、地域、避難させる

住民、時期等の特性を考慮して避難の具体的な方法を検討する必要がある。 

 

① 屋内避難 

外を移動するよりも、屋内にとどまることが安全と判断される場合に、屋内に避難する方法であ

り、特に、時間的な余裕が無い場合や一時的な避難の場合等に用いる避難の形態である。 

 

② 村域内の避難 

危険が予測される場所から安全な場所に避難する方法であり、その場所にとどまっていては危険

な場合等に用いる避難の形態である。 

 

③ 村域外への避難(他県への避難含む) 

危険が予測される場所から安全な場所に避難する方法のうち、要避難地域が村域を越える場合に

用いる避難の方法であり、危険が予測される地域が広範囲に及ぶ場合等に用いる避難の形態であ

る。村は、県と連携して、避難先地域を管轄する都道府県又は市町村と調整を行い、避難住民を誘

導する。 
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第３ 避難実施要領の様式 

避難実施要領に定められた様式はなく、事態に応じて必要事項を記載すれば良いものであり、よ

り柔軟に対応することができるものであるが、あらかじめ必要と思われる項目を用意しておき、事案

によって不明又は不必要な部分は空欄として残し、不足については追加するという手法が迅速な作成

に有効であると考えられる。 

この際作成する様式は、各市町村が、避難実施要領に盛り込むべきと考えられる事項により作成

することとなるが、一定の基礎情報、考慮事項等について記載し、一覧性を持たせたものとして、屋

内避難と村域内避難・村域外避難の様式例を次のとおり定める。 

また、現実に作成に時間的猶予のない事態が発生した場合等では、避難実施要領に最小限の事項

のみを記載することが考えられるため、最小限の項目に限った避難実施要領の様式例も定めておく。 

 

例１【屋内避難における避難実施要領の様式】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

屋内避難 

１ 県からの避難の指示の内容 

 

２ 事態の状況、関係機関の措置 

２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所  

実行の主体  

事案の概要と被害状況  

今後の予測・影響と措置  

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域  

避難先と避難誘導の方針  

避難開始日時  

避難完了予定日時  

２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要  

連絡調整先  

３ 事態の特性で留意すべき事項 

 

４ 住民の行動（基本事項） 

屋内避難の指示を受けた場合の対応 

 屋内にいる場合  

屋外にいる場合  

５ 情報伝達 

避難実施要領の住民への伝達方法  

避難実施要領の伝達先  

６ 緊急時の連絡手段 

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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例２【村域内避難及び村域外避難における避難実施要領の様式】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

村域内避難 及び 村域外避難 

１ 県からの避難の指示の内容 

 

２ 事態の状況、関係機関の措置 

２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所  

実行の主体  

事案の概要と被害状況  

今後の予測・影響と措置  

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域  

避難先と避難誘導の方針  

避難開始日時  

避難完了予定日時  

２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要  

連絡調整先  

３ 事態等の特性で留意すべき事項 

事態の特性 

（除染の必要性等） 

 

地域の特性  

時期による特性  

４ 避難者数（単位：人） 

地区名    合計 

避難者数（計）     

 うち要配慮者     

うち外国人等     

５ 避難施設 

５－１ 避難施設 

避難先地域     

避難先施設名     

所在地     

収容可能人数（人）     

連絡先（電話等）     

連絡担当者     

その他の留意事項     

５－２ 一時集合場所 

一時集合場所名     

所在地     

連絡先     

連絡担当者     

その他の留意事項     
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６ 避難手段 

輸送手段 バス 船舶 徒歩 その他（  ） 

輸送手段詳細 

種類 

（車種等） 

 

台数  

輸送可能人数  

連絡先  

輸送力配分の考え方  

その他輸送手段 

要配慮者  

その他 

（入院患者等） 
 

７ 避難経路 

避難に使用する経路  

交通規制 

実施者の確認  

規制にあたる人数  

規制場所  

警備体制 

実施者の確認  

規制にあたる人数  

規制場所  

８ 避難誘導方法 

８－１ 避難（輸送）方法 

地区    

一時集合場所

への避難方法 

誘導の実施単位    

輸送手段    

避難先    

集合時間    

その他（誘導責任者等）    

避難施設への

避難方法 

誘導の実施単位    

輸送手段    

避難経路    

避難先    

避難完了予定日時    

その他（誘導責任者等）    

避難行動要支

援者等の避難

方法 

誘導の実施単位    

要支援者への支援事項    

輸送手段    

避難経路    

避難先    

避難開始日時    

避難完了予定日時    

８－２ 職員の配置方法 

配置場所  

人数  

現地調整所  

８－３ 残留者の確認方法 

確認者  

時期  

場所  

方法  

措置  

終了予定日時  

８－４ 避難誘導時の食糧の支援・提供方法 

食事時期  
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食事場所  

提供する食事の種類  

実施担当部署  

８－５ 追加情報の伝達方法 

 

９ 避難時の留意事項（主に住民） 

自宅から避難する場合の留意事項 

 
基
本
事
項 

 

事
態
の
特
性 

 

時
期
の
特
性 

 

避難場所での対応 

  

 

１０ 誘導に際しての留意事項（職員の心得・安全確保・服装等） 

 

 

１１ 情報伝達 

避難実施要領の住民への伝達方法  

避難実施要領の伝達先  

職員間の連絡手段  

１２ 緊急時の連絡手段 

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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例３【最小の項目に限った避難実施要領の様式】 

避 難 実 施 要 領 

飛島村長  

○年○月○○日○時○○分現在 

１ 警報の内容（事態の現状及び予測、住民等に周知すべき事項） 

 

 

２ 避難の指示（要避難地域、避難先地域、関係機関が講ずべき措置の概要、避難の方法等） 

 

 

３ 避難の方法に関する事項（法第61条第2項第1号） 

要避難地域        

要避難者数        

   うち要配慮者数        

避難先地域        

一時集合場所及び集合方法        

集合時間        

避難経路        

避難手段        

避難開始日時        

４ 避難の実施に関し必要な事項（法第61条第2項第3号）  

避難施設 

名称        

所在地        

連絡先        

避難に当たっての留意事項  

（携行品・服装等・避難誘導中の食料等の支援） 

 

追加情報の伝達方法    

５ 避難住民の誘導に関する事項（法第61条第2項第2号）  

職員の配置場所・人数    

職員間の連絡方法    

要配慮者の避難誘導方針    

残留者の確認方法    

６ 緊急時の連絡先  

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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第４ 避難実施要領のパターンの方針 

 

１ 想定する事態の検討 

「避難実施要領のパターン」は、実際に国民保護事案が発生した際に策定する「避難実施要領」そ

のものではなく、あくまでも事前に事態を想定して、その対応を用意するものである。このため、パ

ターン作成に当たっては、どのような事態が起きるのか、それに対して国、都道府県からどの程度具

体的な指示が来るのか等を検討して想定事例とすることが最初に行うべき作業であり、現実的で合理

的な想定を設定することは極めて重要である。 

国民保護事案として想定される事態は多種多様であり、どのような事態が想定されるかは、地理的

特性や施設等により異なるものであるが、想定する事態としては、武力攻撃事態の４類型や緊急対処

事態の４類型が考えられる。 

 

２ 事態の特徴 

基本指針においては、武力攻撃事態は、①着上陸侵攻、②ゲリラ・特殊部隊による攻撃、③弾道ミ

サイル、④航空攻撃の４つの類型が想定されており、緊急対処事態については、①原子力事業所等の

破壊や石油コンビナートの爆破等、②ターミナル駅や列車の爆破等、③炭疽菌やサリンの大量散布

等、④航空機による自爆テロ等が例と想定されている。住民の避難に関する措置を実施する際には、

事態の特徴を考慮しながら避難方法を検討することが必要であることから、事態ごとのおおまかな特

徴を把握しておくことが重要である。 

 

＜避難の際に考慮すべき事態の特徴＞ 

区分 特徴 

武
力
攻
撃
事
態 

着上陸侵攻 ・国民保護措置を実施すべき地域が広範囲にわたるとともに、期間

が比較的長期に及ぶことも想定される。 

・船舶により上陸する場合は、沿岸部が当初の侵攻目標となりやす

い。 

・航空機による場合は、空港に近い地域が攻撃目標となりやすい。

船舶が接岸容易な地域と近接している場合は、特に目標とされやす

い。 

ゲリラ・特殊部隊に

よる攻撃 

・事前にその活動を予測あるいは察知できず、突発的に被害が発生

することが想定される。 

・被害は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃目

標となる施設の種類によっては、二次被害の発生も想定される。 

弾道ミサイル攻撃 ・発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で着弾地

域を特定することが極めて困難であり、さらに、極めて短時間での

着弾が予想される。 

・弾頭の種類(通常弾頭であるのか、核・生物・化学弾頭であるの

か)を着弾前に特定することが困難であり、弾頭の種類に応じて、

被害の様相や対応が大きく異なる。 

航空攻撃 ・弾道ミサイル攻撃の場合に比べ、その兆候を察知することは比較

的容易であるが、対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定するこ

とは困難である。 

・都市部の主要な施設やライフラインのインフラ施設が目標となる

ことが想定される。 

・攻撃の意図が達成されるまで繰り返し行われることも考えられ

る。 
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＜避難の際に考慮すべき事態の特徴＞ 

区分 特徴 

緊
急
対
処
事
態 

危険性を内在する

物質を有する施設

等への攻撃 

・原子力事業所等やダムの破壊、石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施

設等の爆破、危険物積載船への攻撃が行われた場合、爆発及び火災によ

り、住民等に被害が発生する。 

・建物・ライフライン等が機能不全に陥り、社会活動等に支障をきたす

おそれがある。 

大規模集客施設・

大量輸送機関等へ

の攻撃 

・大規模集客施設、ターミナル駅等で爆破が行われた場合、爆破による

人的被害が発生し、施設が崩壊した場合には人的被害は多大なものとな

る。 

交通機関を用いた 

攻撃 

・攻撃目標の施設が破壊された場合、周辺への被害が発生するおそれが

ある。 

・爆発・火災の規模によっては、建物・ライフライン等も甚大な被害を

受け、社会活動等に支障を来すおそれがある。 

大

量

殺

傷

物

質

等

に

よ

る

攻

撃 

放射性物質

等 

・核兵器による被害は、当初は主に核爆発に伴う熱線、爆風及び初期核

放射線によって、その後は放射性降下物や中性子誘導放射能による残留

放射線によって生ずる。 

・放射性降下物による被害は、一般的には熱線や爆風による被害よりも

広範囲の地域に拡大することが想定される。 

・ダーティボムは、爆薬と放射性物質を組み合わせたもので、爆発によ

る被害と放射能による被害をもたらす。 

生物剤によ

る攻撃 

・生物剤は、人に知られることなく散布することが可能である。 

・発症するまでの潜伏期間に、感染した人々が移動することにより、生

物剤が散布されたと判明した時には、既に被害が拡大している可能性が

ある。 

・ヒトを媒体とする天然痘等の生物剤による攻撃が行われた場合には、

二次感染により被害が拡大することが考えられる。 

・毒素の特徴については、化学剤の特徴と類似している。 

化学剤によ

る攻撃 

・化学剤は、一般に地形や気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、

空気より重いサリン等の神経剤は下をはうように広がる。 

・特有のにおいがあるもの、無臭のもの等、その性質は化学剤の種類に

より異なる。 
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３ 避難実施要領のパターン設定 

「飛島村国民保護計画」に規定する武力攻撃事態・緊急対処事態のうち、本村において発生する可能

性が比較的高いと考えられる以下のパターンを作成しておくこととする。 

 

・弾道ミサイル攻撃（着弾前） 

・弾道ミサイル攻撃（着弾後） 

・航空機による攻撃（屋内避難） 

・ゲリラや特殊部隊による攻撃（屋内避難） 

・ゲリラや特殊部隊による攻撃（村域内避難） 

・着上陸侵攻（村域外避難） 

・ＮＢＣ兵器による攻撃（村域内避難） 

・発電所への攻撃（村域内避難） 

※ＮＢＣとは核（Nuclear）、生物（Biological）、化学（Chemical）の英語の頭文字を組み合わせた

単語 

 

第５ 避難実施要領のパターン 

 

１ 想定する事態の検討 

避難に係る想定は、国の対策本部長による避難措置の指示、知事による避難の指示を踏まえて避

難実施要領を策定し、迅速に避難することが基本である。 

なお、時間的な余裕がない場合においては、避難措置の指示を待たずに、避難の指示、警戒区域の

設定等を行う必要が生じるが、その際にも、事後的に避難措置の指示が出されることが基本である。 

避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、自衛隊等の関係機関の

意見を聞き、それらの機関からの情報や助言等を踏まえて、避難の方法を決定することが必要であ

る。また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係機関の情報を共有し、関係機関か

らの助言に基づく、的確な措置を実施できるように、現地調整所に派遣している村職員から必要な情

報を入手し、避難実施要領の弾力的な運用を行うことが必要である。 

当初の段階では、各人の判断により危険回避のための行動をとるとともに、県警察、消防機関、自

衛隊等からの情報や助言等に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決定する。 

特に初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ないことから平素から、住民が緊急

時においていかに対応すべきかについて問題意識を持たせることが必要である。 
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【弾道ミサイル攻撃（着弾前）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

屋内避難（弾道ミサイル 着弾前） 

１ 県からの避難の指示の内容 

国の対策本部長は、弾道ミサイルの発射が迫っているとの警報を発令し、避難措置の指示を行っ

た。 

要避難地域内の住民は、現に所在する場所から最も近いコンクリート造り等の堅牢な建築物の中

へ避難するとともに、安全が確認されるまでの間、そのまま屋内避難を継続すること。 

実際に弾道ミサイルが発射されたときに迅速に対応できるよう、住民に対して、警報の発令に関

する情報を伝達するとともに、今後とるべき行動・留意事項について周知する。 

２ 事態の状況、関係機関の措置 

２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所 飛島村全域 

実行の主体 ○○国 

事案の概要と被害状況 

弾道ミサイル発射の兆候があることから、発射された場合に備えた

対応を講じることができるよう、警報を発令し、屋内避難指示を行

った。 

今後の予測・影響と措置 

１）弾道ミサイルが発射された場合、速やかに発射方向と着弾予想地

域の情報を国、県などから入手し、住民に対し、堅牢な建築物等

への屋内避難を防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等により

即座に伝達する。 

２）その際、住民に対しテレビ、ラジオ、防災行政無線等からの情報

収集を呼びかける。 

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域  飛島村全域 

避難先と避難誘導の方針 

１）最も近いコンクリート造り等の堅牢な建築物の中へ避難する。 

２）近くに適当な建築物がない場合、物陰に身を隠すか、地面に伏せ

て頭部を守る。 

３）避難先の誘導方針：着弾以降も外出を避けることを呼びかける。 

４）一次攻撃以降も不要な外出を避けることを呼びかける。二次攻撃

以降も発射の都度、国による警報が発令されることから、避難に

ついては、防災行政無線、ＳＮＳ、村ＨＰ等により即座に伝達す

る。 

５）服装は、できるだけ肌を露出しないものとし、マスク等を着用す

ること。 

６）状況により村域外への避難が考えられるため、避難に必要となる

金銭・貴重品、パスポートや運転免許証等の身分証明書、最小限

の着替えなど携行品を準備する。 

避難開始日時 警報発令後、速やかに 

避難完了予定日時 警報発令後、速やかに 

２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

１）蟹江警察署と海部南部消防署は、それぞれの車両により、村民へ

警報の伝達と屋内避難の呼びかけを行う。 

２）バス会社へ村内運行停止を指示 

３）各施設管理者は利用者の避難行動の誘導を行う。 

連絡調整先 

蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

三重交通株式会社 桑名営業所：０５９４－２２－０５９５  
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３ 事態の特性で留意すべき事項 

１）着弾地点の正確な予想は困難なため、コンクリート造り等の堅牢な建築物の中等に避難する。 
２）ミサイルの着弾音と思われる不審な音を聞いた場合、村、消防機関、警察へ通報するよう周知

する。 
３）ＮＢＣ弾頭が使用される可能性があることに留意する。 
４ 住民の行動（基本事項） 

屋内避難の指示を受けた場合の対応  

屋内にいる場合 

１）屋内にいる場合には直ちに建築物の中央部に避難し（窓から離れ

る）、衣類や持ち物で後頭部を保護する。その際、ガラスの破片

による被害が少ないところを選ぶ。 

２）今いる建築物より堅牢な建築物が近くにある場合は、より堅牢な

建築物へ避難する。 

３）ドアや窓を全部閉め、エアコンや換気扇を停止し、必要により粘

着テープで目張りを行い、可能な限り外気の流入を遮断する。 

４）テレビ、ラジオ、防災行政無線等からの情報収集に努める。 

５）出火防止対策を行う。 

 

屋外にいる場合 

１）最も近いコンクリート造り等の堅牢な建築物に避難する。 

２）最も近い建築物への退避に時間的な余裕がない場合は、遮蔽物の

物陰に留まり（その際、ガラス張りの建築物の下は避ける）、攻

撃が沈静化した際に、直ちに最寄りの堅牢な建築物等へ移動す

る。 

３）車両内にいる者は、車を止めて近くの建築物（できれば頑丈な建

築物）の中又は地下に避難する。周囲に避難できる建築物又は地

下施設がない場合、車から離れて地面に伏せ、頭部を守る。な

お、車を道路へ置いて避難するときは、緊急車両の妨げにならな

いように、道路の左端側に沿って駐車し、キーを付けたままロッ

クをせずに避難すること。 

５ 情報伝達 

避難実施要領の住民への

伝達方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等により伝達する。 
２）実際に弾道ミサイルが発射されたときは、国の対策本部長からそ

の都度の警報の発令が行われることから、本村が着弾予測地域に

含まれる場合においては、全国瞬時警報システム（J-ALERT）に

よる防災行政無線のサイレンその他の通信連絡手段を最大限に活

用して、速やかに警報を伝達し、警報の内容に従い、住民を屋内

に避難させる。 
避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

６ 緊急時の連絡手段 

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 

 



避難-15 

【弾道ミサイル攻撃（着弾後）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

村域内避難 及び 村域外避難（弾道ミサイル 着弾後） 

１ 県からの避難の指示の内容 
国の対策本部長は○日○時○○分頃に飛島村○○地区において発生した爆発について、○○国か

ら発射された弾道ミサイルが着弾したとして、国民保護法に基づき警報を発令し、爆心地周辺の飛

島村○○地区及びその風下となる○○地区の一部を要避難地域として、避難措置の指示を行った。 

２ 事態の状況、関係機関の措置 
２－１ 事態の状況 
発生時期 ○年○月○○日○時○○分 
発生場所 飛島村○○地区○○○（施設名）付近 
実行の主体 ○○国 

事案の概要と被害状況 

１）ミサイル着弾の状況調査 
飛島村内にミサイル落下。ＮＢＣ弾の可能性あり。 

人的・物的被害について調査中。 
２）爆発等による限定的な被害 

飛島村○○地区の○○○（施設名）事案発生場所を中心に半径○

○○ｍに居住する住民、来場者等の避難 
今後の予測・影響と措置 弾頭の種類に応じて人員除染、地域除染実施。 
気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○風速○○m/s 
２－２ 避難住民の誘導の概要 
要避難地域 飛島村○○地区、○○地区 

避難先と避難誘導の方針 

１）爆心地に近い要避難地域の○○地区の住民○○人に対して、ただ

ちに周辺地域から離れ、本日○○時を目途に○○体育館へ避難さ

せる。 
２）着弾地点の風下となり要避難地域に該当する○○地区の住民○○

人に対して、本日○時を目途に○○体育館に避難させる。 
３）要避難地域外の地域も、不要不急の外出を避け、努めて屋内避難

を継続。 
４）避難対象住民約○○世帯の立ち退き避難・安全確保（避難誘導、

避難所の開設） 
５）二次被害の拡大防止 

避難開始日時 ○時予定 
避難完了予定日時 指示後、○時間程度 
２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

村対策本部は、現場における事態の状況の変化に迅速に対応できるよう県警

察、消防機関、自衛隊等ともにミサイル落下地点の風上地点に、現地調整所を

設け、担当職員を派遣し、現地における調整にあたる。 
また、村対策本部は、ＮＢＣ災害への対応能力を有する専門医やＤＭＡＴ

（災害派遣医療チーム）等の避難所における医療救護活動について県と調整を

行う。避難所における重度の患者等を搬送するための輸送手段の調整を行うと

ともに、受入先となる医療機関について、災害医療機関ネットワークを活用す

るなど、県と専門医療機関への受入れの調整を行う。 
近傍地域に除染所を開設中。消防機関が消防警戒区域の設定、救助、検知、

除染準備を実施中。県警察が交通規制、検知、除染準備を実施中。自衛隊に災

害派遣要請し、除染準備中。その他、県内消防、緊急消防援助隊に派遣要請を

実施。 

連絡調整先 

本避難実施要領は、村対策本部から各部等、県、消防機関、県警察、自衛隊

及び国公私の団体等関係機関に伝達する。 

 

県対策本部：村職員２名を派遣 

現地調整所：村職員２名を派遣 
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※国の現況対策本部が設置された場合には、連絡のため担当職員等を派遣す

る。 

 

蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

※状況が変化した場合等、関係部署間等において緊急に連絡をとる必要が生じ

た時には、適宜適切な手段を使用する。  
３ 事態等の特性で留意すべき事項 

事態の特性 
（除染の必要性等） 

１）弾種、化学弾であれば化学剤の種類（一時性、持久性）によって

対応が異なる。地域除染が必要となった場合、屋内避難が数日に

わたる可能性ある。 
２）要避難地域の住民の状況把握が困難。 
３）化学剤の種類によっては、要避難地域での消防団等の活動は困

難。 
４）ＮＢＣ兵器等が使用された場合、風の方向を考慮して避難。 
５）風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及ぶ。 

地域の特性 

１）地域の結びつきが強く地域の自治会単位の行動が期待できる。ま

た、要支援者の避難には、自治会と連携して避難支援者等関係者

を派遣して避難を行う。 
２）高齢化が進んでおり、避難することが困難な方への対応に時間が

かかると想定される。 
３）気象の影響（風下地域）がある。 

時期による特性 

１）夏期の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もあ

る。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 

４ 避難者数 
地区名 ○○区 ○○区  合計 

避難者数（計） ○○人 ○○人  ○○人 

 うち要配慮者 ○○人 ○○人  ○○人 

うち外国人等 ○○人 ○○人  ○○人 

５ 避難施設 
５－１ 避難施設  
避難先地域 ○○地区  ○○地区   

 

避難先施設名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

収容可能人数（人） ○○人 ○○人   

連絡先（電話等） ○○-○○○○  ○○-○○○○    

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

５－２ 一時集合場所 
一時集合場所名 ○○ ○○   

所在地  ○○ ○○   

連絡先  ○○-○○○○  ○○-○○○○   

連絡担当者  ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項 
 

   

６ 避難手段 
１）集合場所への移動は、原則徒歩により行う。 
２）担当職員等は、地域の自治会、自主防災組織等の協力が得られるよう努める。 
３）避難施設には、各世帯、事業所等の単位で移動する。 
４）自力避難困難者や日本語の理解が不十分な外国人の避難が適切に行えるよう、必要に応じ、災

害時の避難行動要支援者の支援方法を参考に避難させる。 
５）村民以外の滞在者についても、避難誘導について、事業所・店舗等に対して協力を依頼する。 
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輸送手段 バス 船舶 徒歩 その他（ 庁用車、事業者車両 ） 

輸送手段詳細 

種類（車種等） 公共バス、庁用車、事業者車両 

台数 ○○台 

輸送可能人数 ○○人 

連絡先 ○○課○○ 

輸送力配分の考え方 危険度の高い地域を優先 

その他輸送手段 
要支援者 

避難支援者等の関係者がいない要支援者に対しては、

避難施設まで庁用車等による搬送を行う。 
その他 

（入院患者等） 
村周辺の病院と調整し、救急車等による搬送を行う。 

７ 避難経路 

避難に使用する経路 
主要な避難経路は「○道○○号」、「○道○○号」とする。 

詳細は別添地図のとおり 

交通規制 
実施者の確認 蟹江警察署 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 ○○交差点、○○交差点、○○交差点 

警備体制 
実施者の確認 蟹江警察署、状況により自衛隊 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 ○○交差点、○○交差点、○○交差点 

８ 避難誘導方法 
８－１ 避難方法 
地区 ○○地区 ○○地区  

一時集合

場所への

避難方法 

誘導の実施単位 ○○ ○○  

輸送手段 ○○ ○○  

避難先 ○○ ○○  

集合時間 ○○ ○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○ ○○  

避難施設

への避難

方法 

誘導の実施単位 各世帯・事業所 各世帯・事業所  

輸送手段 バス/徒歩/自家用車 バス/徒歩/自家用車  

避難経路 

○道○○号を使用す

る。詳細は別添地図

のとおり 

○道○○号を使用す

る。詳細は別添地図

のとおり 

 

避難先 ○○ ○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○課○○ ○○課○○  

要支援者

等の避難

方法 

誘導の実施単位 
個別避難計画に基づ

いて個別に対応 

個別避難計画に基づ

いて個別に対応 
 

要支援者への 

支援事項 

個別避難計画に基づ

いて個別に対応 

個別避難計画に基づ

いて個別に対応 
 

輸送手段 
庁用車及び介護事業

者へ協力を依頼 

庁用車及び介護事業

者へ協力を依頼 
 

避難経路 ○道○○号 ○道○○号  

避難先 ○○ ○○  

避難開始日時 ○○：○○ ○○：○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

８－２ 職員の配置方法 
１）村対策本部は、避難住民の誘導の指揮を行う。 
２）派遣する職員は別に定める。 
３）避難誘導員の配置については、次に示すとおり、避難経路の要所に担当職員等を避難誘導員と

して配置するとともに、連絡所を設置するなど、円滑な避難誘導の実施に努める。この場合に

おいて、連絡所には、必要に応じて救護所を設け、負傷者や体調不良者等への対応を行う。ま
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た、避難誘導員は、現地調整所との避難の開始時及び終了時等に必要な連絡を行い、現地調整

所は、村対策本部との連絡を行う。 
配置場所 学校や主要交差点など、当時の状況による 
人数 交通誘導は各地点○名、避難施設各○名 
現地調整所 連絡要員を○名配置 
８－３ 残留者の確認方法 
確認者 ○○課、消防団員、県警察、状況により自衛隊 
時期 ○○日○時開始 
場所 ○○地区 

方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による呼びかけを行

う。 
２）戸別訪問を行い、チャイムを鳴らしたり、声掛けを行い、反応が

ない場合には避難済みであると判断する。 

措置 
残留者に対し避難するように説得するとともに、残留の状況につい

て把握しておく。 
終了予定日時 ○月○日○○時まで 
８－４ 避難誘導時の食糧の支援・提供方法 
食事時期 各避難所に移動後 

食事場所 各避難所 

提供する食事の種類 当時の状況による 

実施担当部署 ○○課、避難所担当職員 

８－５ 追加情報の伝達方法 
避難誘導員による連絡、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等 

９ 避難時の留意事項（主に住民） 
自宅から避難する場合の留意事項 

 

基
本
事
項 

１）避難時は、金銭・貴重品、パスポート、健康保険証や運転免許証等の身分証明書、最

小限の着替えや日用品等の非常持出品を携行する。 
２）ガス・水道の元栓を締め、コンセントを抜く等出火防止対策を行う。その後、家の戸

締まりをする。 
３）家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡 
４）隣近所に声を掛け合い相互に助け合って避難する。 

事
態
の
特
性 

１）避難の際には、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるため、持参して

いるときは、手袋、帽子、ゴーグル、カッパ等の着用、マスクや折りたたんだハンカ

チ等を口及び鼻に当てさせる。 
２）車両内にいる者は、車を止めて近くの建築物（できれば頑丈な建築物）の中又は地下

に避難する。周囲に避難できる建築物又は地下施設がない場合、車から離れて地面に

伏せ、頭部を守る。なお、車を道路へ置いて避難するときは、緊急車両の妨げになら

ないように、道路の左端側に沿って駐車し、キーを付けたままロックをせずに避難す

ること。 

時
期
の
特
性 

１）夏期の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 
４）通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場合がある。 
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避難場所での対応 

 １）家族の所在等避難状況の通報 
２）汚染の恐れのある者には、自ら申告させるよう努める。この場合において、申告者には、汚

染の有無について検査を実施し、体調の変調に注意するよう呼びかけるとともに、体調の悪

化を確認したときは、専門医やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の協力を得て病院等に移

送する。 
１０ 誘導に際しての留意事項（職員の心得・安全確保・服装等） 
１）職員は冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。 
２）特殊標章等を携帯すること。 
３）ビブス、腕章等の着用により、避難誘導員であることの立場を明確にし、その活動に理解と協

力を求める。 
４）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、無用な混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正し

い行動を呼びかけること。 
５）避難誘導の際は、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるため、手袋、帽子、ゴ

ーグル、カッパ、マスク等の着用をすること。 
６）原則として単独での行動はしない。 
７）周囲に異変を感じたら、独自の判断で安全な地域まで移動する。 
８）消防機関が設定するホットゾーンやウォームゾーンには立ち入らない。 
９）二次災害（避難時の事案発生）の防止のための警戒体制 
10）消防機関、県警察及び県等関係機関との連携 
11）要避難地域外の避難者の抑制 
12）職員間の認識共有、交代体制 
１１ 情報伝達 

避難実施要領の住民への

伝達方法 

１）担当職員等は、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による

伝達等あらゆる手段を活用し、要避難地域の住民全般に避難実施

要領の内容を伝達する。この場合において爆心地に特に近い○○

地区の住民への伝達については、防護服を装備した者が伝達す

る。 
２）担当職員等は、避難実施要領について、要避難地域内にある地域

の自治会長、自主防災会長に情報を伝達し、住民への周知を依頼

する。担当職員は民生委員、児童委員、障害者団体、自主防災組

織等と連携し、要支援者への伝達を行う。 
３）担当職員は報道関係者に対して、避難実施要領の内容について情

報提供する。 
４）非常用持ち出し品を準備するとともに、テレビ、ラジオ、防災行

政無線等を活用し、情報の収集を呼びかける。 
避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

職員間の連絡手段 当時の状況による 

１２ 緊急時の連絡手段 
飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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【航空機による攻撃（屋内避難）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

屋内避難（航空機による攻撃） 

１ 県からの避難の指示の内容 

国の対策本部長は、国民保護法に基づき、○○国の航空攻撃が差し迫っているとの警報を発

令し、避難措置の指示を行った。 

要避難地域の住民は建物内に避難するとともに、安全が確認されるまでの間、そのまま屋内

避難を継続すること。また、ドアや窓を全部閉め、換気扇を止めるなど、外気からできるだけ

遮断されるようにし、防災行政無線、テレビ・ラジオ、村ＨＰや村ＳＮＳ等からの情報収集に

努める。 

２ 事態の状況、関係機関の措置 

２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所 ― 

実行の主体 ○○国 

事案の概要と被害状況 
戦闘爆撃機が飛来、接近。攻撃目標は不明。 

投下物の内容についての情報なし。 

今後の予測・影響と措置 

戦闘爆撃機が本村に接近するとした場合、臨海工業地

帯のコンビナート施設又は西名古屋火力発電所攻撃の公

算が大である。しかしながら、攻撃目標が確認できない

ことから、村域全体で屋内避難を行う。 

実際に航空攻撃が実施されたときに、迅速に対応でき

るよう、住民に対して、警報の発令に関する情報に注意

を促すとともに、住民の取るべき行動について周知を図

る。 

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域 飛島村全域 

避難先と避難誘導の方針 

愛知県知事の避難指示を踏まえた対処を基本とし、敵戦

闘爆撃機飛来前には、それぞれ住民がいる場所の直近の

堅牢な建物、建物の地階等の屋内への避難、屋内の窓か

ら離れた部屋に移動することを原則とする。 

避難開始日時 警報発令後、速やかに 

避難完了予定日時 警報発令後、速やかに 

２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

１）防災行政無線、村ＨＰ、村ＳＮＳ、広報車による屋

内避難指示及び経過情報の伝達 

２）県、警察、自衛隊への本部設置連絡と投下物への対

応準備及び消防への救急救護、火災対応準備を依頼 

連絡調整先 
蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

３ 事態の特性で留意すべき事項 

１）自力での歩行が困難な者や日本語の理解が不十分な外国人については、付近にある者が避難

に関して援助を行うとともに、必要に応じ、避難行動要支援者支援の例によって避難させ

る。 

２）担当職員等は、屋外にいる者が堅牢な建物等に速やかに避難が行えるよう配慮する。 

３）村民以外の滞在者についても、屋内への避難誘導について、施設管理者等に対して協力を依

頼する。 
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４ 住民の行動（基本事項） 

屋内避難の指示を受けた場合の対応 

 

屋内にいる場合 

１）非常持出品を準備するとともに、テレビ・ラジオ等

を活用し、情報の収集に努める。 

２）屋内の環境は、空調及び換気扇を停止し、必要に応

じテープで目張りするなど外気を遮断する。 

３）現在の場所から別の場所へ避難する場合には、施錠

等を行う。 

４）出火防止対策を行う。 

屋外にいる場合 

１）徒歩を基本とし、避難のために屋外にいる時間を最

小限にとどめる。 

２）車両内にいる者は、可能な限り、車両を道路外の場

所に駐車し、やむを得ず道路上に駐車する場合は、

道路の左端に沿ってキーを付けたまま駐車するな

ど、緊急車両の通行に妨げとならない方法とする。 

３）原則として、直近の建物等への避難を行うが、屋内

への避難が困難なときは、遮蔽物の物陰にとどまる

か、地面に伏せて頭部を守る行動をとる。 

４）周辺で着弾音等不審な音を聞知したときは、当該現

場から離れるとともに、村、消防又は警察に連絡す

る。 

５ 情報伝達 

避難実施要領の住民への伝達方法 

担当職員等は、住民に対し、防災行政無線、村ＨＰ、

村ＳＮＳ、広報車による伝達や消防団、自主防災組織等

を通じた伝達など、あらゆる方法により、警報及び堅牢

な建物等の屋内への避難が必要である旨の周知を図る。 

実際に弾道ミサイルや航空攻撃が行われ、本村の区域

が攻撃予想地点に含まれる場合は、全国瞬時警報システ

ム（J-ALERT）により、最大音量でのサイレン吹鳴が実

施される。 

避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

６ 緊急時の連絡手段 

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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【ゲリラや特殊部隊による攻撃（屋内避難）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

屋内避難（ゲリラや特殊部隊） 

想定される事態 
１）村内及びその周辺でゲリラ・特殊部隊の活動が活発であり、公共施設、交通機関が攻撃の対象

とされるおそれがある場合 
２）村内及びその周辺でゲリラ・特殊部隊による攻撃の発生直後 
１ 県からの避難の指示の内容 
１）村内及びその周辺でゲリラ・特殊部隊の活動が活発であり、交通機関が攻撃の対象とされるお

それがあるため、住民に屋内避難を指示 
２）村内及びその周辺でゲリラ・特殊部隊による攻撃が発生したため、屋内避難を指示 
２ 事態の状況、関係機関の措置 
２－１ 事態の状況 
発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所 飛島村全域 

実行の主体 ○○国 特殊部隊 

事案の概要と被害状況 

１）ゲリラ・特殊部隊員は武器及び爆発物を所持しているものと

みられる。警報を発令し、屋内避難指示を行った。 
２）ゲリラ・特殊部隊員の行動が不明なため、他地区での二次攻

撃の可能性がある。 

今後の予測・影響と措置 

１）県警察、自衛隊により攻撃の沈静化を図っているが、ゲリ

ラ・特殊部隊員の潜伏場所や勢力等正確な情報が入手できな

いため、突発的な不測事態の発生が懸念され、外で移動する

よりも屋内に留まる方が不測の攻撃に巻き込まれる恐れが少

ない。 
２）県の要請後、県警察、消防機関等によりＮＢＣが検知された

場合、風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及び、被

害が拡大する可能性がある。ＮＢＣの影響を考慮し、正確な

情報が入手できるまで屋内に一時的に避難させる。 
３）攻撃対象や攻撃地点の情報を入手し、住民に対し、屋内避難

を防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等により即座に伝

達する。その際、住民に対しテレビ、ラジオ、防災行政無線

等からの情報入手を呼びかける。 
気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 
要避難地域 飛島村全域 

避難先と避難誘導の方針 

１）武力攻撃事態（緊急対処事態）、又は予測事態 
２）ゲリラ・特殊部隊員の勢力・挙動が不明であることから、一

時的に屋内避難を行う。必要があると判断された場合、該当

施設からの域外避難を行う。また、ＮＢＣの影響が懸念され

ることから、一時的に屋内避難を行う。 
３）必要があると判断された場合、該当地域からの域外避難を行

う。 
４）事業者と連携した鉄道利用者、公共施設の安全確保を行う。 
５）情報収集 

・県、県警察からの情報 
・公共施設の情報 

避難開始日時 避難の指示後、速やかに 

避難完了予定日時 避難の指示後、速やかに 
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２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

１）蟹江警察署と海部南部消防署は、それぞれの車両により、村

民へ情報の伝達、村民の誘導及び屋内避難の呼びかけを行

う。 
２）県の要請後、県警察、消防機関はＮＢＣの検知活動を行い、

影響範囲を推定する。 
３）各施設管理者は利用者の避難行動の誘導を行う。 

連絡調整先 蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

３ 事態等の特性で留意すべき事項 
１）ゲリラ・特殊部隊員の潜伏位置、勢力等の判明状況により、事態の長期化のおそれがあるとと

もに屋内避難継続地域と村域外避難実施地域に区分される場合がある。 
２）屋内避難が長期化する場合、自宅等への個別避難住民に対する食糧や生活必需品等の供給、要

配慮者・入院患者への対応が困難となるため、安全確保を前提として、近隣の避難施設へ集団

避難させる必要が生じる。 
３）ＮＢＣを使用したテロの可能性に対する配慮が必要である。 
４ 住民の行動（基本事項） 
屋内避難の指示を受けた場合の対応 

 

屋内にいる場合 

１）直ちに玄関や窓に鍵をかけ、ゲリラ・特殊部隊員の侵入を防止す

る。 
２）テレビ、ラジオ、防災行政無線等からの情報収集に努める。 
３）ドアや窓を全部閉め、エアコンや換気扇を停止し、必要により粘着

テープで目張りを行い可能な限り外気の流入を遮断する。（ＮＢＣ

攻撃対策） 
４）状況により村域外への避難が考えられるため、避難に必要となる金

銭・貴重品、パスポートや運転免許証等の身分証明書、最小限の着

替えなど携行品を準備する。 

屋外にいる場合 

１）事案発生地域への侵入を極力避ける。また、不審な人物を見かけた

際は接触せず、直ちに警察に連絡すること。 
２）県警察、消防機関等の指示に従い、安全な屋内に避難する。 
３）移動の際は風下への避難を避け、風向きと垂直方向よりも風上へ移

動する。（ＮＢＣ攻撃対策） 
４）現場付近で目まいや吐き気など体調不良を感じた場合は､直ちに消防

機関等に連絡する。 
５）最も近いコンクリート造り等の堅牢な建築物の中へ避難する。 

５ 情報伝達 

避難実施要領の住民への 

伝達方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等により避難実施要領

を伝達する。ただし、ゲリラ・特殊部隊員の潜伏予想地域等危

険な地域における巡回広報は、武装警官や国民保護等派遣の自

衛官に依頼する。 
２）村域外への避難が必要となる場合についても同様の手段により

避難実施要領を伝達する。 
避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

６ 緊急時の連絡手段 
飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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【ゲリラや特殊部隊による攻撃（村域内避難）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

村域内避難（ゲリラ・特殊部隊） 

想定される事態 

村内の一部でゲリラ・特殊部隊による攻撃による被害が発生した場合、又はおそれがある場合 

（公共施設、住宅密集地） 

１ 県からの避難の指示の内容 

１）爆発等による限定的な被害 
飛島村○○地区の○○○（施設名）事案発生場所を中心に半径○○○ｍに居住する住民、来場

者等の避難 
２）火災の発生 

飛島村○○地区の事案発生により発生した火災発生地点を中心に半径○○○ｍに居住する住

民、来場者等の避難 
２ 事態の状況、関係機関の措置 

２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所 飛島村○○○（施設名）付近 

実行の主体 ○○国 特殊部隊 

事案の概要と被害状況 
ゲリラ・特殊部隊による攻撃により局所的な被害の発生 

（爆発、火災） 

今後の予測・影響と措置 

１）死傷者の発生、救命救助活動・消火活動 
２）消防機関、県警察等による事案の特定、警戒区域の設定 
３）避難対象住民約○○世帯の立ち退き避難・安全確保 

（避難誘導、避難所の開設） 

４）二次被害の拡大防止 
５）ＮＢＣ攻撃の可能性がある。 

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域 飛島村○○地区の○○○（施設名）を中心に半径○○○ｍ 

避難先と避難誘導の方針 

１）事業者、消防機関、県警察と連携し、負傷者の救出救護、警戒

区域（要避難地域）の決定、避難対象者の決定（ゾーニング） 
２）避難経路の指定、避難所の決定・開設準備 
３）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による指示の伝達 
４）事業者、消防団、県警察と連携し、避難者の避難誘導・輸送、

避難所の受け入れ（要配慮者を含む。） 
５）消防団、県警察と連携し、警戒区域及び周辺の警戒・交通規制

（巡回、戸別訪問による退去の確認） 
６）要避難地域外の住民の屋内避難による行動の抑制 
７）必要により、現地調整所の設置 

避難開始日時 ○○時予定 

避難完了予定日時 ○○時予定 
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２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

○県警察 

・警察のゲリラ・特殊部隊対処に伴う協力体制 

・爆発物等の種類の特定の調査 

・村との要避難地域、警戒区域決定の協議 

・警戒区域とその周辺の警戒、交通規制を調整 

・避難誘導時の交通規制、住民の退去勧告 

○消防機関 

・負傷者の救命救助、救急搬送 

・火災発生時の消火活動 

・爆発物等の種類の特定の調査 

・村との要避難地域、警戒区域決定の協議 

・延焼火災時の消火活動 

○自衛隊 

・自衛隊のゲリラ・特殊部隊対処に伴う協力体制 

・爆発物等の種類特定の調査 

○県・指定地方公共機関 

・警戒区域内の交通機関の運休、又は迂回及び住民の輸送支援 

・二次被害防止のための送電・ガス供給の停止等の調整 

○村内事業者 

・利用者、来場者の安全な場所への避難 

・要避難地域の事業者の営業停止 

※ＮＢＣが検知された場合は、村対策本部は、ＮＢＣ災害への対応

能力を有する専門医やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の避難所

における医療救護活動について県と調整を行う。 

連絡調整先 

本避難実施要領は、村対策本部から各部等、県、消防機関、県警

察、自衛隊及び国公私の団体等関係機関に伝達する。 

 

県対策本部：村職員２名を派遣 

現地調整所：村職員２名を派遣 

※国の現況対策本部が設置された場合には、連絡のため担当職員等

を派遣する。 

 

蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

※状況が変化した場合等、関係部署間等において緊急に連絡をとる

必要が生じた時には、適宜適切な手段を使用する。 

３ 事態等の特性で留意すべき事項 

事態の特性 

（除染の必要性等） 

１）弾種、化学弾であれば化学剤の種類（一時性、持久性）によっ

て対応が異なる。地域除染が必要となった場合、屋内避難が数

日にわたる可能性ある。 
２）要避難地域の住民の状況把握が困難。 
３）化学剤の種類によっては、要避難地域での消防団等の活動は困

難。 
４）ＮＢＣ兵器等が使用された場合、風の方向を考慮して避難。 
５）風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及ぶ。 

地域の特性 

１）地域の結びつきが強く地域の自治会単位の行動が期待できる。

また、要支援者の避難には、自治会と連携して避難支援者等関

係者を派遣して避難を行う。 
２）高齢化が進んでおり、避難することが困難な方への対応に時間

がかかると想定される。 
３）住宅地、商業施設での発生 
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時期による特性 

１）夏季の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もあ

る。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 
４）通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場合が

ある。 
４ 避難者数（単位：人） 

地区名 ○○区 ○○区  合計 

避難者数（計） ○○人 ○○人  ○○人 

 うち要配慮者 ○○人 ○○人  ○○人 

うち外国人等 ○○人 ○○人  ○○人 

５ 避難施設 

５－１ 避難施設 

避難先地域 ○○地区 ○○地区   

避難先施設名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

収容可能人数（人） ○○人 ○○人   

連絡先（電話等） ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

５－２ 一時集合場所 

一時集合場所名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

連絡先（電話等） ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項等     

６ 避難手段 

１）避難所への移動は、原則徒歩により行う。 
２）担当職員等は、地域の自治会、自主防災組織等の協力が得られるよう努める。 
３）避難所には、各世帯、事業所等の単位で移動する。 
４）自力避難困難者や日本語の理解が不十分な外国人の避難が適切に行えるよう、必要に応じ、災

害時の避難行動要支援者の支援方法を参考に避難させる。 
５）村民以外の滞在者についても、避難誘導について、事業所・店舗等に対して協力を依頼する。 
輸送手段 バス 船舶 徒歩 その他（庁用車、事業者車両） 

輸送手段詳細 

種類（車種等） バス、庁用車、事業者車両 

台数 ○○台 

輸送可能人数 ○○人 

連絡先 ○○課○○ 

輸送力配分の考え方 危険度の高い地域を優先 

その他輸送手段 

要支援者 
避難支援者等の関係者がいない要支援者に対して

は、避難施設まで庁用車等による搬送を行う。 

その他 

（入院患者等） 

村周辺の病院と調整し、救急車等による搬送を行

う。 

７ 避難経路 

避難に使用する経路 主要な避難経路は「○道○○号」、「○道○○号」とする。 

詳細は別添地図のとおり 

交

通

規

制 

実施者の確認 蟹江警察署 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 
○○交差点、○○交差点、○○交差点（○○○（施設名）から半径

○○○ｍ） 
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警

備

体

制 

実施者の確認 蟹江警察署、状況により自衛隊 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 
○○交差点、○○交差点、○○交差点（○○○（施設名）から半径

○○○ｍ） 

８ 避難誘導方法 

８－１ 避難（輸送）方法 

地区 ○○地区 ○○地区  

一時集合

場所への

避難方法 

誘導の実施単位 ○○ ○○  

輸送手段 ○○ ○○  

避難先 ○○ ○○  

集合時間 ○○ ○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○ ○○  

避難施設

への避難

方法 

誘導の実施単位 各世帯・事業所 各世帯・事業所  

輸送手段 バス/徒歩/自家用車 バス/徒歩/自家用車  

避難経路 

○道○○号を使用

する。詳細は別添

地図のとおり 

○道○○号を使用

する。詳細は別添

地図のとおり 

 

避難先 ○○ ○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○課○○ ○○課○○  

避難行動

要支援者

等の避難

方法 

誘導の実施単位 
個別避難計画に基

づいて個別に対応 

個別避難計画に基

づいて個別に対応 
 

要支援者への 

支援事項 

個別避難計画に基

づいて個別に対応 

個別避難計画に基

づいて個別に対応 
 

輸送手段 
庁用車及び介護事

業者へ協力を依頼 

庁用車及び介護事

業者へ協力を依頼 
 

避難経路 ○道○○号 ○道○○号  

避難先 ○○ ○○  

避難開始日時 ○○：○○ ○○：○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

８－２ 職員の配置方法 

１）村対策本部は、避難住民の誘導の指揮を行う。 
２）派遣する職員は別に定める。 
３）避難誘導員の配置については、次に示すとおり、避難経路の要所に担当職員等を避難誘導員と

して配置するとともに、連絡所を設置するなど、円滑な避難誘導の実施に努める。この場合に

おいて、連絡所には、必要に応じて救護所を設け、負傷者や体調不良者等への対応を行う。ま

た、避難誘導員は、現地調整所との避難の開始時及び終了時等に必要な連絡を行い、現地調整

所は、村対策本部との連絡を行う。 
配置場所 学校や主要交差点など、当時の状況による 

人数 交通誘導は各地点○名、避難施設各○名 

現地調整所 連絡要員を○名配置 

８－３ 残留者の確認方法 

確認者 ○○課、消防隊員、消防団員、県警察、状況により自衛隊 

時期 ○日○時開始 

場所 ○○地区 

方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による呼びかけを行う。 
２）戸別訪問（必要により防護衣一式を支給）を行い、チャイムを鳴ら

したり、声掛けを行い、反応がない場合には避難済みであると判断

する。 

措置 
残留者に対し避難するように説得するとともに、残留の状況について

把握しておく。 
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終了予定日時 ○月○日○○時まで 

８－４ 避難誘導時の食糧の支援・提供方法 

食事時期 各避難所に移動後 

食事場所 各避難所 

提供する食事の種類 当時の状況による 

実施担当部署 ○○課、避難所担当職員 

８－５ 追加情報の伝達方法 

避難誘導員による連絡、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等 

９ 避難時の留意事項（主に住民） 

自宅から避難する場合の留意事項 

 

基
本
事
項 

１）避難時は、金銭・貴重品、パスポート、健康保険証や運転免許証等の身分証明書、

最小限の着替えや日用品等の非常持出品を携行する。 
２）ガス・水道の元栓を締め、コンセントを抜く等出火防止対策を行う。その後、家の

戸締まりをする。 
３）家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡 
４）隣近所に声を掛け合い相互に助け合って避難する。 

事
態
の
特
性 

１）避難時に事案に巻き込まれる可能性あり。 
２）避難の際には、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるため、持参し

ているときは、手袋、帽子、ゴーグル、カッパ等の着用、マスクや折りたたんだハ

ンカチ等を口及び鼻に当てさせる。 

時
期
の
特
性 

１）夏季の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 
４）通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場合がある。 

避難場所での対応 

 １）家族の所在等避難状況の通報 
２）汚染の恐れのある者には、自ら申告させるよう努める。この場合において、申告者には、

汚染の有無について検査を実施し、体調の変調に注意するよう呼びかけるとともに、体調

の悪化を確認したときは、専門医やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の協力を得て病院

等に移送する。 
１０ 誘導に際しての留意事項（職員） 

１）二次災害（避難時の事案発生）の防止のための警戒体制 
２）消防団、消防署、警察署及び県等関係機関との連携 
３）要避難地域外の避難者の抑制 
４）職員間の認識共有、交代体制 
５）職員は冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。 
６）特殊標章等を携帯すること。 
７）ビブス、腕章等の着用により、避難誘導員であることの立場を明確にし、その活動に理解と協

力を求める。 
８）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、無用な混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正し

い行動を呼びかけること。 
９）避難誘導の際は、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるため、手袋、帽子、ゴ

ーグル、カッパ、マスク等の着用をすること。 
10）原則として単独での行動はしない。 
11）周囲に異変を感じたら、独自の判断で安全な地域まで移動する。 
12）消防機関が設定するホットゾーンやウォームゾーンには立ち入らない。 
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１１ 情報伝達 

避難実施要領の住民へ

の伝達方法 

１）担当職員等は、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による伝

達等あらゆる手段を活用し、要避難地域の住民全般に避難実施要領

の内容を伝達する。この場合において爆心地に特に近い○○地区の

住民への伝達については、防護服を装備した者が伝達する。 
２）担当職員等は、避難実施要領について、要避難地域内にある地域の

自治会長、自主防災会長に情報を伝達し、住民への周知を依頼す

る。担当職員は民生委員、児童委員、障害者団体、自主防災組織等

と連携し、要配慮者への伝達を行う。 
３）担当職員は報道関係者に対して、避難実施要領の内容について情報

提供する。 
４）非常用持ち出し品を準備するとともに、テレビ、ラジオ、防災行政

無線等を活用し、情報の収集を呼びかける。 
避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

職員間の連絡手段 当時の状況による 
１２ 緊急時の連絡手段 

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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【着上陸侵攻（村域外避難）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

村域外避難（着上陸侵攻） 

想定される事態 
飛島埠頭から、敵部隊の上陸が予想され、村域外への避難の必要性がある場合 

１ 県からの避難の指示の内容 
武力攻撃（予測）事態着上陸侵攻により、県は、○○県への住民避難の指示を出した。住民は、○○

県○○市への村域外避難を行う。 

２ 事態の状況、関係機関の措置 
２－１ 事態の状況 
発生時期 ○年○月○○日○時○○分 
発生場所 飛島村内海岸 
実行の主体 ○○国 正規部隊 
事案の概要と被害状

況 
武力攻撃（予測）事態が認定され県（村全域）が戦闘地域（後方地域）と

なり、避難をする必要性がある。 
今後の予測・影響と

措置 
全国的な対応が必要なため、国及び県の指示に従う。 
事態の終息は不透明であり、避難の期間は長期化の可能性が高い。 

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 
２－２ 避難住民の誘導の概要 
要避難地域 飛島村全域 

避難先と避難誘導の方

針 

１）村で指定した施設へ徒歩や自家用車で移動する。その後の交通手段等の

避難方法については、村で指示する。 
２）夜間や荒天時など避難に危険が伴う状況の場合、いくつかのコミュニテ

ィセンター等を休憩所とする。 
３）村対策本部は、避難住民の誘導に関し、県警察及び国民保護等派遣の自

衛隊の部隊等の長と緊密に連携する。 
４）村は全員の避難終了まで、誘導を行う。避難の単位は、可能な限り各世

帯、又は事業所単位等とする。 
５）避難誘導、移動中における食料等の配給、要支援者等の避難の援助など

は必要に応じ、住民に協力を求める。 
避難開始日時 ○○時予定 

避難完了予定日時 指示後、○時間程度 

２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

１）県 
・避難経路の指示 
・避難のための交通手段の指示 
・医療救護体制 

２）県警察 
・避難時の交通統制、警戒 
・村域の警備 
・残留者への退去勧告 

３）消防機関 
・重症患者の転院及び避難時負傷した住民への対応 
・住民の避難の呼びかけ、誘導 

４）公共交通事業者 
・住民の輸送 

５）道路管理者 
・住民の避難誘導 
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連絡調整先 

本避難実施要領は、村対策本部から各部等、県、消防機関、県警察、自衛

隊及び国公私の団体等関係機関に伝達する。 

 

県対策本部：村職員２名を派遣 

現地調整所：村職員２名を派遣 

※国の現況対策本部が設置された場合には、連絡のため担当職員等を派遣

する。 

 

蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

※状況が変化した場合等、関係部署間等において緊急に連絡をとる必要が

生じた時には、適宜適切な手段を使用する。 

３ 事態等の特性で留意すべき事項 

事態の特性 

（除染の必要性等） 

１）避難準備・避難の実施の大規模化、長期化 
２）行政機能の移転 
３）避難間の安全確保 
４）混乱の防止 

地域の特性 

１）地域の結びつきが強く地域の自治会単位の行動が期待できる。また、要

支援者の避難には、自治会と連携して避難支援者等関係者を派遣して避

難を行う。 
２）高齢化が進んでおり、避難することが困難な方への対応に時間がかかる

と想定される。 
時期による特性 ― 

４ 避難者数（単位：人） 
地区名 ○○区 ○○区  合計 

避難者数（計） ○○人 ○○人  ○○人 

 うち要配慮者 ○○人 ○○人  ○○人 

うち外国人等 ○○人 ○○人  ○○人 

５ 避難施設 
５－１ 避難施設 
避難先地域 ○○地区 ○○地区   

避難先施設名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

収容可能人数（人） ○○人 ○○人   

連絡先（電話等） ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

５－２ 一時集合場所 
一時集合場所名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

連絡先 ○○-○○○○ ○○-○○○

○ 

  

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

６ 避難手段 
１）集合場所への移動は、原則徒歩により行う。 
２）担当職員等は、地域の自治会、自主防災組織等の協力が得られるよう努める。 
３）避難施設には、各世帯、事業所等の単位で移動する。 
４）自力避難困難者や日本語の理解が不十分な外国人の避難が適切に行えるよう、必要に応じ、災害時

の避難行動要支援者の支援方法を参考に避難させる。 
５）村民以外の滞在者についても、避難誘導について、事業所・店舗等に対して協力を依頼する。 
輸送手段 バス 船舶 徒歩 その他（庁用車、事業者車両） 

輸送手段詳細 
種類（車種等） バス、事業者車両 

台数 ○○台 
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輸送可能人数 ○○人 

連絡先 ○○課○○ 

輸送力配分の考え方 危険度の高い地域を優先 

その他輸送手段 

要支援者 
避難支援者等の関係者がいない要支援者に対しては、

避難施設まで庁用車等による搬送を行う。 

その他 

（入院患者等） 
周辺の病院と調整し、救急車等による搬送を行う。 

７ 避難経路 

避難に使用する経路 
主要な避難経路は「○道○○号」、「○道○○号」とする。  

詳細は別添地図のとおり 

交通規制 

実施者の確認 蟹江警察署 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 ○○交差点、○○交差点、○○交差点 

警備体制 

実施者の確認 蟹江警察署、状況により自衛隊 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 ○○交差点、○○交差点、○○交差点 

８ 避難誘導方法 
８－１ 避難（輸送）方法 
地区 ○○地区 ○○地区  

一時集合場所へ

の避難方法 

誘導の実施単位 ○○ ○○  

輸送手段 ○○ ○○  

避難先 ○○ ○○  

集合時間 ○○ ○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○ ○○  

避難施設への避

難方法 

誘導の実施単位 各世帯・事業所 各世帯・事業所  

輸送手段 
バス/徒歩/自家

用車 

バス/徒歩/自家用

車 

 

避難経路 

○道○○号を使

用する。詳細は

別添地図のとお

り 

○道○○号を使用

する。詳細は別添

地図のとおり 

 

避難先 ○○ ○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○課○○ ○○課○○  

避難行動要支援

者等の避難方法 

誘導の実施単位 

個別避難計画に

基づいて個別に

対応 

個別避難計画に基

づいて個別に対応 

 

要支援者への 

支援事項 

個別避難計画に

基づいて個別に

対応 

個別避難計画に基

づいて個別に対応 

 

輸送手段 

庁用車及び介護

事業者へ協力を

依頼 

庁用車及び介護事

業者へ協力を依頼 

 

避難経路 ○道○○号 ○道○○号  

避難先 ○○ ○○  

避難開始日時 ○○：○○ ○○：○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  
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８－２ 職員の配置方法 
１）村対策本部は、避難住民の誘導の指揮を行う。 
２）派遣する職員は別に定める。 
３）避難誘導員の配置については、次に示すとおり、避難経路の要所に担当職員等を避難誘導員として

配置するとともに、連絡所を設置するなど、円滑な避難誘導の実施に努める。この場合において、

連絡所には必要に応じて救護所を設け、負傷者や体調不良者等への対応を行う。また、避難誘導員

は、現地調整所との避難の開始時及び終了時等に必要な連絡を行い、現地調整所は、村対策本部と

の連絡を行う。 
配置場所 学校や主要交差点など、当時の状況による 

人数 交通誘導は各地点○名、避難施設各○名 

現地調整所 連絡要員を○名配置 

８－３ 残留者の確認方法 
確認者 ○○課、消防隊員、消防団員、県警察、状況により自衛隊 

時期 ○日○時開始 

場所 飛島村全世帯 

方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による呼びかけを行う。 
２）戸別訪問を行い、チャイムを鳴らしたり、声掛けを行い、反応がない場

合には避難済みであると判断する。 

措置 
残留者に対し避難するように説得するとともに、残留の状況について把握

しておく。 

終了予定日時 ○月○日○○時まで 

８－４ 避難誘導時の食糧の支援・提供方法 
食事時期 各避難所に移動後 

食事場所 各避難所 

提供する食事の種類 当時の状況による 

実施担当部署 ○○課、避難所担当職員 

８－５ 追加情報の伝達方法 
避難誘導員による連絡、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等 

９ 避難時の留意事項（主に住民） 
自宅から避難する場合の留意事項 

 

基本事項 

１）避難時は、金銭・貴重品、パスポート、健康保険証や運転免許証等の

身分証明書、最小限の着替えや日用品等の非常持出品を携行する。 
２）ガス・水道の元栓を締め、コンセントを抜く等出火防止対策を行う。

その後、家の戸締まりをする。 
３）家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡 
４）隣近所に声を掛け合い相互に助け合って避難する。 

事態の特性 事態の進展により、避難前・避難時に被害が発生する可能性あり。 

時期の特性 

１）夏期の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 

一時集合場所での対応（設置した場合） 

 １）世帯単位で避難先の登録（自家用車：車番） 

２）要支援者の有無の登録 
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１０ 誘導に際しての留意事項（職員の心得・安全確保・服装等） 
１ 役割分担 
１）避難誘導時は、各部各課協同して配置を行う。 
２）移転先へ村の各業務システムの移設を行う。 
３）避難後は、原則各部各課の事務所掌により行う。 
４）消防機関、県警察及び県等関係機関と連携して対処する。 
２ 誘導に際しての留意事項 
１）国・県及び関係機関との連携を行う。 
２）職員間の認識共有、交代体制をとる。 
３）職員家族の帯同等の処置を考慮する。 
４）職員は冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。 
５）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、無用な混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい

行動を呼びかけること。 
３ 服装 
１）特殊標章等を携帯すること。 
２）ビブス、腕章等の着用により、避難誘導員であることの立場を明確にし、その活動に理解と協力

を求める。 
１１ 情報伝達 

避難実施要領の住民

への伝達方法 

１）担当職員等は、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による伝達等

あらゆる手段を活用し、住民全般に避難実施要領の内容を伝達する。 
２）担当職員等は、避難実施要領について、地域の自治会長、自主防災会長

に情報を伝達し、住民への周知を依頼する。担当職員は民生委員、児童

委員、障害者団体、自主防災組織等と連携し、要支援者への伝達を行

う。 
３）担当職員は報道関係者に対して、避難実施要領の内容について情報提供

する。 
４）非常用持ち出し品を準備するとともに、テレビ、ラジオ、防災行政無線

等を活用し、情報の収集を呼びかける。 
避難実施要領の伝達

先 

愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

職員間の連絡手段 当時の状況による 

１２ 緊急時の連絡手段 
飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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【ＮＢＣ兵器による攻撃（村域内避難）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

村域内避難（ＮＢＣ兵器による攻撃） 

想定される事態 
１）村域の一部で爆弾、ミサイル等により、ＮＢＣ兵器（放射性物質・生物剤・化学剤）の攻撃が

あった場合 
２）村周辺でＮＢＣ兵器の攻撃があり、村域の一部に被害があった場合 
１ 県からの避難の指示の内容 
ＮＢＣ兵器（局所的な放射性物質・化学剤の拡散、感染症の発生）等 
１）飛島村○○地区の事案発生場所中心に半径○○○ｍの警戒区域内に居住する住民の避難 
２）飛島村○○地区の事案発生場所から風下に設定した警戒区域内に居住する住民の避難 
３）飛島村○○地区の感染者発生地域の近傍に設定した警戒区域内に居住する住民避難 
２ 事態の状況、関係機関の措置 
２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所 飛島村○○○（施設名称） 

実行の主体 ○○国 特殊部隊 

事案の概要と被害状

況 

１）局所的な放射性物質・化学剤の拡散等の被害の発生 
（ダーティボム・化学剤） 

２）生物剤による感染者の発生直後 

今後の予測・影響と

措置 

１）死傷者の発生、救命救助活動 
２）消防機関、県警察等による種類の特定、警戒区域の設定 
３）（生物剤）感染者及び関係者の隔離 
４）避難対象住民約○○世帯の立ち退き避難・安全確保（避難誘導、避難

所の開設） 
５）被曝・汚染・感染地域の応急除染 
６）二次被害（被曝・汚染・感染拡大）の防止 

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域 飛島村○○、○○地区（発生地域、風下区域） 

避難先と避難誘導の

方針 

１）消防機関や県警察と連携し、警戒区域（要避難地域）の決定、避難対

象者の決定（ゾーニング） 
２）避難経路の指定、避難所の決定・開設準備 
３）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による指示の伝達 
４）消防団、県警察と連携し、避難者の避難誘導・輸送、避難所の受け入

れ（要配慮者を含む。） 
５）消防団、県警察と連携し、警戒区域及び周辺の警戒、交通規制（巡

回、戸別訪問による退去の確認） 
６）要避難地域外の地域も、不要不急の外出を避け、努めて屋内避難を継

続。 
７）被害者の医療救護、避難者の健康診断 
８）被曝・汚染・感染地域や施設の応急除染 
９）必要により、現地調整所の設置 
10）国・県との調整 

避難開始日時 ○時予定 

避難完了予定日時 ○時予定 
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２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

○村対策本部 

・ＮＢＣ災害への対応能力を有する専門医やＤＭＡＴ（災害派遣医療チ

ーム）等の避難所における医療救護活動について県と調整・避難所にお

ける重度の患者等を搬送するための輸送手段の調整を行うとともに、受

入先となる医療機関について、災害医療機関ネットワークを活用するな

ど、県と専門医療機関への受入れの調整 

○県警察 

・ＮＢＣの検知 

・村との要避難地域、警戒区域決定の協議 

・警戒区域とその周辺の警戒、交通規制を調整 

・避難誘導時の交通規制、住民の退去勧告 

・ＮＢＣの応急除染活動 

○消防機関 

・負傷者の救命救助、救急搬送 

・ＮＢＣの検知 

・村との要避難地域、警戒区域決定の協議 

・ＮＢＣの応急除染活動 

○自衛隊 

・ＮＢＣの検知 

・ＮＢＣの応急除染活動 

○県・指定地方公共機関 

・ＮＢＣの検知機材・除染資器材の貸与 

・医療救護活動 

・警戒区域内の交通機関の運休、又は迂回及び住民の輸送支援 

○村内事業者 

・利用者、来場者の安全な場所への避難 

・要避難地域の事業者の営業停止 

連絡調整先 

本避難実施要領は、村対策本部から各部等、県、消防機関、県警察、自

衛隊及び国公私の団体等関係機関に伝達する。 

 

県対策本部：村職員２名を派遣 

現地調整所：村職員２名を派遣 

※国の現況対策本部が設置された場合には、連絡のため担当職員等を派

遣する。 

 

蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

※状況が変化した場合等、関係部署間等において緊急に連絡をとる必要

が生じた時には、適宜適切な手段を使用する。 

３ 事態等の特性で留意すべき事項 

事態の特性 

（除染の必要性等） 

１）突発的な発生による被曝・汚染・感染者の発生 
被災者の汚染管理や汚染拡大防止の観点から、消防機関が設定するゾ

ーニングに従い、除染を受け、トリアージポストまで誘導する。 
テロ実行犯が逮捕されていないため、周辺に危険が残り、可能な限り

早急に安全な場所への避難が必要。 
２）被曝・汚染・感染の拡大 

汚染の恐れのある者には、自ら申告させるよう努める。この場合にお

いて、申告者には、汚染の有無について検査を実施し、体調の変調に注

意するよう呼びかけるとともに、体調の悪化を確認した場合は、専門医

やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の協力を得て病院等に移送する。 
３）風向・風速の状況によっては影響が広範囲に及ぶ。 
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地域の特性 

１）気象の影響（風下地域）がある。 
２）高齢化が進んでおり、避難することが困難な方への対応に時間がかか

ると想定される。 
３）地域の結びつきが強く地域の自治会単位の行動が期待できる。また、

要支援者の避難には、自治会と連携して避難支援者等関係者を派遣し

て避難を行う。 
４）住宅密集地での発生 

時期による特性 

１）夏期の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 
４）通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場合がある。 

４ 避難者数（単位：人） 
地区名 ○○区 ○○区  合計 

避難者数（計） ○○人 ○○人  ○○人 

 うち要配慮者 ○○人 ○○人  ○○人 

うち外国人等 ○○人 ○○人  ○○人 

５ 避難施設 
５－１ 避難施設 

避難先地域 ○○地区 ○○地区   

避難先施設名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

収容可能人数（人） ○○人 ○○人   

連絡先（電話等） ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

５－２ 一時集合場所 

一時集合場所名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

連絡先 ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

６ 避難手段 
１）避難所への移動は、原則徒歩により行う。 
２）担当職員等は、地域の自治会、自主防災組織等の協力が得られるよう努める。 
３）避難所には、各世帯、事業所等の単位で移動する。 
４）自力避難困難者や日本語の理解が不十分な外国人の避難が適切に行えるよう、必要に応じ、災

害時の避難行動要支援者の支援方法を参考に避難させる。 
５）村民以外の滞在者についても、避難誘導について、事業所・店舗等に対して協力を依頼する。 
輸送手段 バス 船舶 徒歩 その他（庁用車、事業者車両） 

輸送手段詳細 

種類（車種等） 公共バス、事業者車両 

台数 ○○台 

輸送可能人数 ○○人 

連絡先 ○○課○○ 

輸送力配分の考え方 危険度の高い地域を優先 

その他輸送手段 

要支援者 
避難支援者等の関係者がいない要支援者に対して

は、避難施設まで庁用車等による搬送を行う。 

その他 

（入院患者等） 
周辺の病院と調整し、救急車等による搬送を行う。 

７ 避難経路 

避難に使用する経路 
主要な避難経路は「○道○○号」、「○道○○号」とする。 

詳細は別添地図のとおり 

交通規制 
実施者の確認 蟹江警察署 

規制にあたる人数 ○○人 
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規制場所 
○○交差点、○○交差点、○○交差点（○○○（施設名）から

半径○○○ｍ） 

警備体制 

実施者の確認 蟹江警察署、状況により自衛隊 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 
○○交差点、○○交差点、○○交差点（○○○（施設名）から

半径○○○ｍ） 

８ 避難誘導方法 
８－１ 避難（輸送）方法 

地区 ○○地区 ○○地区  

一 時 集

合 場 所

へ の 避

難方法 

誘導の実施単位 ○○ ○○  

輸送手段 ○○ ○○  

避難先 ○○ ○○  

集合時間 ○○ ○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○ ○○  

避 難 施

設 へ の

避 難 方

法 

誘導の実施単位 各世帯・事業所 各世帯・事業所  

輸送手段 バス/徒歩/自家用車 バス/徒歩/自家用車  

避難経路 

○道○○号を使用す

る。詳細は別添地図

のとおり 

○道○○号を使用す

る。詳細は別添地図

のとおり 

 

避難先 ○○ ○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○課○○ ○○課○○  

要 支 援

者 等 の

避 難 方

法 

誘導の実施単位 
個別避難計画に基づ

いて個別に対応 

個別避難計画に基づ

いて個別に対応 
 

要支援者への 

支援事項 

個別避難計画に基づ

いて個別に対応 

個別避難計画に基づ

いて個別に対応 
 

輸送手段 
庁用車及び介護事業

者へ協力を依頼 

庁用車及び介護事業

者へ協力を依頼 
 

避難経路 ○道○○号 ○道○○号  

避難先 ○○ ○○  

避難開始日時 ○○：○○ ○○：○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

８－２ 職員の配置方法 

１）村対策本部は、避難住民の誘導の指揮を行う。 
２）派遣する職員は別に定める。 
３）避難誘導員の配置については、次に示すとおり、避難経路の要所に担当職員等を避難誘導員と

して配置するとともに、連絡所を設置するなど、円滑な避難誘導の実施に努める。この場合に

おいて、連絡所には、必要に応じて救護所を設け、負傷者や体調不良者等への対応を行う。ま

た、避難誘導員は、現地調整所との避難の開始時及び終了時等に必要な連絡を行い、現地調整

所は、村対策本部との連絡を行う。 
配置場所 学校や主要交差点など、当時の状況による 

人数 交通誘導は各地点○名、避難施設各○名 

現地調整所 連絡要員を○名配置 

８－３ 残留者の確認方法 

確認者 ○○課、消防隊員、消防団員、県警察、状況により自衛隊 

時期 ○日○時開始 

場所 ○○地区 

方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による呼びかけを行う。 
２）戸別訪問（必要により防護衣一式を支給）を行い、チャイムを鳴らし

たり、声掛けを行い、反応がない場合には避難済みであると判断す

る。 
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措置 
残留者に対し避難するように説得するとともに、残留の状況について把握

しておく。 

終了予定日時 ○月○日○○時まで 

８－４ 避難誘導時の食糧の支援・提供方法 

食事時期 各避難所に移動後 

食事場所 各避難所 

提供する食事の種類 当時の状況による 

実施担当部署 ○○課、避難所担当職員 

８－５ 追加情報の伝達方法 

避難誘導員による連絡、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等 

９ 避難時の留意事項（主に住民） 
自宅から避難する場合の留意事項 

 

基本事項 

１）避難時は、金銭・貴重品、パスポート、健康保険証や運転免許証等の身

分証明書、最小限の着替えや日用品等の非常持出品を携行する。 
２）ガス・水道の元栓を締め、コンセントを抜く等出火防止対策を行う。そ

の後、家の戸締まりをする。 
３）家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡 
４）隣近所に声を掛け合い相互に助け合って避難する。 

事態の特性 

１）避難時に事案に巻き込まれる可能性あり。 
２）避難の際には、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるた

め、持参しているときは、手袋、帽子、ゴーグル、カッパ等の着用、マ

スクや折りたたんだハンカチ等を口及び鼻に当てさせる。 

時期の特性 

１）夏季の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 
２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 
３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 
４）通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場合がある。 

避難場所での対応 

 １）家族の所在等避難状況の通報 
２）汚染の恐れのある者には、自ら申告させるよう努める。この場合において、申告者には、汚

染の有無について検査を実施し、体調の変調に注意するよう呼びかけるとともに、体調の悪

化を確認したときは、専門医やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の協力を得て病院等に移

送する。 
１０ 誘導に際しての留意事項（職員の心得・安全確保・服装等） 
１）二次災害（避難時の事案発生）の防止のための警戒体制 
２）消防機関、県警察及び県等関係機関との連携 
３）要避難地域外の避難者の抑制 
４）職員間の認識共有、交代体制 
５）職員は冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。 
６）特殊標章等を携帯すること。 
７）ビブス、腕章等の着用により、避難誘導員であることの立場を明確にし、その活動に理解と協

力を求める。 
８）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、無用な混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正し

い行動を呼びかけること。 
９）避難誘導の際は、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるため、手袋、帽子、ゴ

ーグル、カッパ、マスク等の着用をすること。 
10）原則として単独での行動はしない。 
11）周囲に異変を感じたら、独自の判断で安全な地域まで移動する。 
12）消防機関が設定するホットゾーンやウォームゾーンには立ち入らない。 

 

  



避難-40 

１１ 情報伝達 

避難実施要領の住民へ

の伝達方法 

１）担当職員等は、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による伝

達等あらゆる手段を活用し、要避難地域の住民全般に避難実施要領

の内容を伝達する。この場合において爆心地に特に近い○○○地区

の住民への伝達については、防護服を装備した者が伝達する。 

２）担当職員等は、避難実施要領について、要避難地域内にある地域の

自治会長、自主防災会長に情報を伝達し、住民への周知を依頼す

る。担当職員は民生委員、児童委員、障害者団体、自主防災組織等

と連携し、要配慮者への伝達を行う。 
３）担当職員は報道関係者に対して、避難実施要領の内容について情報

提供する。 
４）非常用持ち出し品を準備するとともに、テレビ、ラジオ、防災行政

無線等を活用し、情報の収集を呼びかける。 
避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

職員間の連絡手段 当時の状況による 

１２ 緊急時の連絡手段 
飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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【発電所への攻撃（村域内避難）】 

避難実施要領 
飛島村長 

○年○月○○日○時○○分現在 

村域内避難（発電所への攻撃） 

１ 県からの避難の指示の内容 

国の対策本部長は、国民保護法に基づき、武装工作員によるテロ攻撃と認定し、避難措置の指示

を行った。 

要避難地域の住民は、事態が収拾し、安全が確保されるまでの間、村内の一時避難場所に避難す

る。また、防災行政無線、テレビ・ラジオ、村ＨＰ等からの情報収集に努める。 

２ 事態の状況、関係機関の措置 

２－１ 事態の状況 

発生時期 ○年○月○○日○時○○分 

発生場所 西名古屋火力発電所及びその周辺 

実行の主体 武装工作員（詳細不明） 

事案の概要と被害状況 

１）本日○時○○分頃、西名古屋火力発電所において警備員が時限爆弾

を発見し、警察に通報。 

２）付近を警戒・捜索中の警察官が、発電所周辺に潜伏していた武装工

作員を発見し、現在対峙中。 

３）爆発の危険性及び周辺住民への危害が及ぶ可能性が高いため、周辺

地域を要避難地域とする。 

今後の予測・影響と措

置 

爆破攻撃が行われた場合、燃料タンクの爆発・火災等の危険性があ

り、半径○km圏内は甚大な被害が及ぶと推測される。 

事態の拡大も懸念されることから、数日間は避難施設にとどまるこ

とを考慮する必要がある。 

気象の状況 天候：○○ 気温○○℃ 風向○○ 風速○○m/s 

２－２ 避難住民の誘導の概要 

要避難地域 西名古屋火力発電所を中心に半径○kmの範囲にある地域 

（○○地区、○○地区） 

避難先と避難誘導の方

針 

１）爆破の危険性が高いため、要避難地域の住民○○人に対して、直ち

に周辺地域から離れ、本日○時○○分を目途に、○○体育館（また

は○○公民館）へ避難させる。 

２）避難所への移動は、原則として自家用車または村が手配するバス等

により行う。 

３）要避難地域外の住民に対しても、不要不急の外出を避け、屋内避難

を継続するよう呼びかける。 

避難開始日時 ○○日○時○○分 

避難完了予定日時 ○○日○時○○分（指示後、○時間程度） 

２－３ 関係機関の措置等 

措置の概要 

１）蟹江警察署：発電所周辺の立入禁止区域設定、交通規制、武装工作

員対処、避難誘導 

２）海部南部消防署：消防警戒区域の設定、救助・消火準備、避難誘導 

３）自衛隊：発電所周辺の警戒、爆発物処理支援、避難誘導支援 

４）海上保安部：名古屋港周辺海域の警戒 

５）飛島公共交通バス：要避難地域内の運行停止及び避難輸送協力 

６）村対策本部：現地調整所を設置し、各機関と連携して住民避難を指

揮 
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連絡調整先 

本避難実施要領は、村対策本部から各部等、県、消防機関、県警察、

自衛隊及び国公私の団体等関係機関に伝達する。 

県対策本部：村職員２名を派遣 

現地調整所：村職員２名を派遣  

※国の現況対策本部が設置された場合には、連絡のため担当職員等

を派遣する。 

蟹江警察署：０５６７－９５－０１１０ 

海部南部消防署：０５６７－５２－０１１９ 

※状況が変化した場合等、関係部署間等において緊急に連絡をとる

必要が生じた時には、適宜適切な手段を使用する。 

３ 事態等の特性で留意すべき事項 

事態の特性 

（除染の必要性等） 

１）時限爆弾の爆発時刻が不明確であり、一刻も早い避難が必要であ

る。 

２）武装工作員が逃走・潜伏している可能性があり、避難誘導にあたっ

ては警察・自衛隊の安全確保の下で行うこと。 

地域の特性 

発電所周辺は臨海工業地帯であり、事業所従業員や大型車両の避難

誘導も考慮する必要がある。 

地域の結びつきが強く地域の自治会単位の行動が期待できる。ま

た、要支援者の避難には、自治会と連携して避難支援者等関係者を派

遣して避難を行う。 

高齢化が進んでおり、避難することが困難な方への対応に時間がか

かると想定される。 

気象の影響（風下地域）がある。 

時期による特性 

１）夏期の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 

２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 

３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 

４ 避難者数（単位：人） 

地区名 ○○区 ○○区  合計 

避難者数（計） ○○人 ○○人  ○○人 

 うち要配慮者 ○○人 ○○人  ○○人 

うち外国人等 ○○人 ○○人  ○○人 

５ 避難施設 

５－１ 避難施設 

避難先地域 ○○地区 ○○地区   

避難先施設名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

収容可能人数（人） ○○人 ○○人   

連絡先（電話等） ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

５－２ 一時集合場所 

一時集合場所名 ○○ ○○   

所在地 ○○ ○○   

連絡先 ○○-○○○○ ○○-○○○○   

連絡担当者 ○○課○○ ○○課○○   

その他の留意事項     

６ 避難手段 

１）避難所への移動は自家用車または村が手配するバス等で行う。 

２）担当職員等は、地域の自治会、自主防災組織等の協力が得られるよう努める。 

３）避難所には、各世帯、事業所等の単位で移動する。 

４）自力避難困難者や日本語の理解が不十分な外国人の避難が適切に行えるよう、必要に応じ、災害

時の避難行動要支援者の支援方法を参考に避難させる。 

５）村民以外の滞在者についても、避難誘導について、事業所・店舗等に対して協力を依頼する。 
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輸送手段 バス 船舶 徒歩 その他（庁用車、事業者車両） 

輸送手段詳細 

種類（車種等） バス、庁用車、事業者車両 

台数 ○○台 

輸送可能人数 ○○人 

連絡先 ○○課○○ 

輸送力配分の考え方 危険度の高い地域を優先 

その他輸送手段 

要支援者 
避難支援者等の関係者がいない要支援者に対して

は、避難施設まで庁用車等による搬送を行う。 

その他 

（入院患者等） 

村周辺の病院と調整し、救急車等による搬送を行

う。 

７ 避難経路 

避難に使用する経路 
主要な避難経路は「○道○○号」、「○道○○号」とす

る。詳細は別添地図のとおり 

交通規制 

実施者の確認 蟹江警察署 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 ○○交差点、○○交差点、○○交差点 

警備体制 

実施者の確認 蟹江警察署 

規制にあたる人数 ○○人 

規制場所 ○○交差点、○○交差点、○○交差点 

８ 避難誘導方法 
８－１ 避難（輸送）方法 
地区 ○○地区 ○○地区  

一時集合場所へ

の避難方法 

誘導の実施単位 ○○ ○○  

輸送手段 ○○ ○○  

避難先 ○○ ○○  

集合時間 ○○ ○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○ ○○  

避難施設への避

難方法 

誘導の実施単位 各世帯・事業所 各世帯・事業所  

輸送手段 
バス/徒歩/自家

用車 

バス/徒歩/自家

用車 
 

避難経路 

○道○○号を使用

する。詳細は別添

地図のとおり 

○道○○号を使用

する。詳細は別添

地図のとおり 

 

避難先 ○○ ○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  

その他 

（誘導責任者等） 
○○課○○ ○○課○○  

避難行動要支援

者等の避難方法 

誘導の実施単位 

個別避難計画に

基づいて個別に

対応 

個別避難計画に

基づいて個別に

対応 

 

要支援者への 

支援事項 

個別避難計画に

基づいて個別に

対応 

個別避難計画に

基づいて個別に

対応 

 

輸送手段 

庁用車及び介護

事業者へ協力を

依頼 

庁用車及び介護

事業者へ協力を

依頼 

 

避難経路 ○道○○号 ○道○○号  

避難先 ○○ ○○  

避難開始日時 ○○：○○ ○○：○○  

避難完了予定日時 ○○：○○ ○○：○○  
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８－２ 職員の配置方法 
１）村対策本部は、避難住民の誘導の指揮を行う。 

２）派遣する職員は別に定める。 

３）避難誘導員の配置については、次に示すとおり、避難経路の要所に担当職員等を避難誘導員とし

て配置するとともに、連絡所を設置するなど、円滑な避難誘導の実施に努める。この場合におい

て、連絡所には必要に応じて救護所を設け、負傷者や体調不良者等への対応を行う。また、避難

誘導員は、現地調整所との避難の開始時及び終了時等に必要な連絡を行い、現地調整所は、村対

策本部との連絡を行う。 

配置場所 学校や主要交差点など、当時の状況による 

人数 交通誘導は各地点○名、避難施設各○名 

現地調整所 連絡要員を○名配置 

８－３ 残留者の確認方法 
確認者 ○○課、消防隊員、消防団員、県警察、状況により自衛隊 

時期 ○○日○時開始 

場所 ○○地区 

方法 

１）防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による呼びかけを行う。 

２）戸別訪問を行い、チャイムを鳴らしたり、声掛けを行い、反応がな

い場合には避難済みであると判断する。 

措置 
残留者に対し避難するように説得するとともに、残留の状況について把

握しておく。 

終了予定日時 ○月○○日○時まで 

８－４ 避難誘導時の食糧の支援・提供方法 

食事時期 各避難所に移動後 

食事場所 各避難所 

提供する食事の種類 当時の状況による 

実施担当部署 ○○課、避難所担当職員 

８－５ 追加情報の伝達方法 

避難誘導員による連絡、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等 

９ 避難時の留意事項（主に住民） 
自宅から避難する場合の留意事項 

 

基本事項 

１）避難時は、金銭・貴重品、パスポート、健康保険証や運転免許証等の

身分証明書、最小限の着替えや日用品等の非常持出品を携行する。 

２）ガス・水道の元栓を締め、コンセントを抜く等出火防止対策を行う。

その後、家の戸締まりをする。 

３）家族の所在・連絡先の確認、避難先の連絡 

４）隣近所に声を掛け合い相互に助け合って避難する。 

事態の特性 

１）避難時に事案に巻き込まれる可能性あり。 

２）避難の際には、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控える

ため、持参しているときは、手袋、帽子、ゴーグル、カッパ等の着

用、マスクや折りたたんだハンカチ等を口及び鼻に当てさせる。 

時期の特性 

１）夏季の場合は熱中症に注意、冬期の場合は防寒に注意が必要。 

２）乾燥している場合、火災が発生すると延焼拡大する可能性もある。 

３）雨が予想される場合、着替えやカッパ等の準備を伝達する。 

４）通勤・通学時間、休日など多数の利用者・来場者がいる場合がある。 

避難場所での対応 

 １）家族の所在等避難状況の通報 

２）汚染の恐れのある者には、自ら申告させるよう努める。この場合において、申告者には、汚

染の有無について検査を実施し、体調の変調に注意するよう呼びかけるとともに、体調の悪

化を確認したときは、専門医やＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）等の協力を得て病院等に移

送する。 

 

 

 



避難-45 

１０ 誘導に際しての留意事項（職員の心得・安全確保・服装等） 

１）二次災害（避難時の事案発生）の防止のための警戒体制 

２）消防機関、県警察及び県等関係機関との連携 

３）要避難地域外の避難者の抑制 

４）職員間の認識共有、交代体制 

５）職員は冷静沈着に毅然たる態度を保つこと。 

６）特殊標章等を携帯すること。 

７）ビブス、腕章等の着用により、避難誘導員であることの立場を明確にし、その活動に理解と協力

を求める。 

８）避難誘導員は、正確な情報提供を行い、無用な混乱の防止を図るとともに、冷静かつ秩序正しい

行動を呼びかけること。 

９）避難誘導の際は、風下方向を避けるとともに、皮膚の露出を極力控えるため、手袋、帽子、ゴー

グル、カッパ、マスク等の着用をすること。 

10）原則として単独での行動はしない。 

11）周囲に異変を感じたら、独自の判断で安全な地域まで移動する。 

12）消防機関が設定するホットゾーンやウォームゾーンには立ち入らない。 

１１ 情報伝達 

避難実施要領の住民へ

の伝達方法 

１） 担当職員等は、防災行政無線、ＳＮＳ、広報車、村ＨＰ等による伝

達等あらゆる手段を活用し、要避難地域の住民全般に避難実施要領

の内容を伝達する。この場合において爆心地に特に近い○○○地区

の住民への伝達については、防護服を装備した者が伝達する。 

２）担当職員等は、避難実施要領について、要避難地域内にある地域の

自治会長、自主防災会長に情報を伝達し、住民への周知を依頼す

る。担当職員は民生委員、児童委員、障害者団体、自主防災組織等

と連携し、要配慮者への伝達を行う。 

３）担当職員は報道関係者に対して、避難実施要領の内容について情報

提供する。 

４）非常用持ち出し品を準備するとともに、テレビ、ラジオ、防災行政

無線等を活用し、情報の収集を呼びかける。 

避難実施要領の伝達先 愛知県対策本部、蟹江警察署、海部南部消防組合等 

職員間の連絡手段 当時の状況による 

１２ 緊急時の連絡手段 

飛島村 

国民保護／緊急対処事態対策本部 
電 話：０５６７－５２－１２３１ 
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